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注）  仕事の都合などで時間内に受付することが難しい方は、事前に財務課までご連絡くださ
い。予約受付のうえ個別に対応します。
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 午前 9:00～午前11:00

 午後 1:00～午後  4:00
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 ※1月30日～２月1日は離島地区 
  申告のため受付しません
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 ※年金収入だけの方の住民税申告や、医 
    療費控除に該当する方などの相談も可

 午後 1:00～午後 5:00��������
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 午前 9:00～午後 5:00��������

 午後 1:00～午後 5:00�������
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 午前 9:00～午後 5:00�������

 午前 9:00～午前11:00

 午後 1:00～午後 4:00
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�
印
鑑

�
事
業
を
行
っ
て
い
る
方
は
、
事
業
の
収
入
金

額
、
必
要
経
費
を
確
認
で
き
る
書
類
（
経
費
ご

と
に
集
計
し
て
く
だ
さ
い
）

�
給
与
所
得
の
「
源
泉
徴
収
票
」、
公
的
年
金
の

源
泉
徴
収
票
（
ハ
ガ
キ
）

�
還
付
申
告
の
場
合 �
 
還
付
金
の
振
込
先
金
融

機
関
の
口
座
番
号
（
本
人
名
義
の
通
帳
な
ど
）

�
国
民
健
康
保
険
税
、
社
会
保
険
料
、
介
護
保

険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、
国
民
年
金

の
「
領
収
書
」
ま
た
は
「
控
除
証
明
書
」

�
生
命
保
険
料
、
地
震
保
険
料
、
旧
長
期
損
害

保
険
料
の
「
控
除
証
明
書
」

�
医
療
費
控
除
を
受
け
る
場
合 �
「 
医
療
費
の

領
収
書
」（
病
院
、
治
療
者
ご
と
に
ま
と
め
た
明

細
書
を
作
成
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
所
定
の
様

式
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
お
渡
し
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
）

�
障
害
者
手
帳
、
寄
付
金
の
領
収
書　

な
ど

�
国
民
健
康
保
険
、
介
護
保
険
、
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
等
に
加
入
し
て
い
る
方

�
乳
幼
児
医
療
、
ひ
と
り
親
医
療
、
重
度
心
身

障
害
者
医
療
等
の
受
給
対
象
と
な
る
方

�
児
童
扶
養
手
当
等
の
公
的
扶
助
を
受
け
る
方

�
国
民
年
金
の
免
除
申
請
を
す
る
方

�
町
営
住
宅
等
に
入
居
し
て
い
る
方

�
所
得
課
税
証
明
が
必
要
と
な
る
方　

な
ど

�
源
泉
徴
収
や
予
定
納
税
を
し
た
税
金
が
納
め

過
ぎ
の
方

�
医
療
費
が　

万
円
を
超
え
る
方　

※
所
得
が

10

2
0
0
万
円
以
下
の
方
は
、
そ
の
5
％
を
超
え

る
額
（
入
院
給
付
金
、
高
額
療
養
費
等
に
よ
り

補
て
ん
さ
れ
た
医
療
費
は
除
き
ま
す
）

�
控
除
対
象
の
寄
付
金
が
2
千
円
を
超
え
る
方

�
借
入
金
等
に
よ
っ
て
住
宅
を
取
得
ま
た
は
増

改
築
し
た
方
（
対
象
と
な
る
要
件
を
満
た
し
て

い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
）　

な
ど
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�����　財務課税務係　�68-7002（課直通）
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今
年
も
申
告
の
時
期
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。
必
要
な
書
類
な
ど
お
早
め
の
準
備
を
お
願
い
し
ま
す
。

離
島
地
区
に
お
住
ま
い
の
方
は
、
別
に
配
布
し
て
い
る
チ
ラ
シ
で
詳
細
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼

14.15ページもあわせてご覧ください。


